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平成23年2月1日 第208号島 原 市 議 会 だ よ り

会

期

日

程

十
一
月

二
十
九
日（
月
）

　
三
十
日（
火
）

十
二
月

　
　
一
日（
水
）

　
　
二
日（
木
）

　
　
三
日（
金
）

　
　
四
日（
土
）

　
　
五
日（
日
）

　
　
六
日（
月
）

　
　
七
日（
火
）

　
　
八
日（
水
）

　
　
九
日（
木
）

　
　
十
日（
金
）

　　
十
一
日（
土
）

　
十
二
日（
日
）

　
十
三
日（
月
）  

　　
十
四
日（
火
）

　
十
五
日（
水
）

　
十
六
日（
木
）

　
十
七
日（
金
）

　
十
八
日（
土
）

　
十
九
日（
日
）

　
二
十
日（
月
）

本
会
議

休
　
会

休
　
会

休
　
会

本
会
議

　
　

　
　

本
会
議

本
会
議

本
会
議

　
　
　

委
員
会

委
員
会

委
員
会

休
　
会

委
員
会

休
　
会

休
　
会

本
会
議

議
案
上
程
、説
明

議
案
調
査

議
案
調
査

議
案
調
査

一
般
質
問（
二
名
）

一
般
質
問（
五
名
）

一
般
質
問（
五
名
）

一
般
質
問（
二
名
）　

議
案
質
疑
、委
員
会
付
託

付
託
案
件
審
査（
総
務
委
員
会
）

付
託
案
件
審
査（
産
業
建

設
委
員
会
）

付
託
案
件
審
査（
教
育
厚

生
委
員
会
）

議
事
整
理

付
託
案
件
審
査（
予
算
審

査
特
別
委
員
会
）

議
事
整
理

議
事
整
理

委
員
会
審
査
報
告
、表
決

　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
定
例
会
は
、
十
一
月
二
十
九
日
か

ら
十
二
月
二
十
日
ま
で
二
十
二
日
間
の
会
期
で
開
き
ま
し
た
。

　
定
例
会
の
初
日
に
は
、
九
月
定
例
会
か
ら
継
続
審
査
と
な

っ
て
い
た
平
成
二
十
一
年
度
島
原
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
委
員
会
審
査
結
果
報
告
を
受
け
、
決
算
を
認
定
し
ま
し

た
。
引
き
続
き
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
の
上
程
、
説

明
が
行
わ
れ
、
「
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
の
ほ
か
一
議
案
を
委
員
会
付
託

し
、
当
日
、
総
務
委
員
会
を
開
き
、
そ
の
審
査
報
告
を
受
け
、

質
疑
、
討
論
、
採
決
の
結
果
、
二
議
案
と
も
可
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
委
員
会
提
出
議
案
の
「
島
原
市
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
三
日
か
ら
八
日
に
は
、
十
四
名
の
議
員
の
一
般
質
問
が
行

わ
れ
、
八
日
の
一
般
質
問
終
了
後
に
は
市
長
提
出
の
議
案
に

対
す
る
質
疑
、
委
員
会
付
託
を
行
い
ま
し
た
。

  

九
日
、
十
日
、
十
三
日
及
び
十
五
日
に
は
、
各
常
任
委
員

会
、
予
算
審
査
特
別
委
員
会
を
開
き
、
付
託
さ
れ
た
議
案
の

審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
最
終
日
の
二
十
日
に
は
、
各
常
任
委
員
長
、
予
算
審
査
特

別
委
員
長
の
委
員
会
審
査
結
果
報
告
を
受
け
て
、
各
委
員
長

報
告
に
対
す
る
質
疑
、
討
論
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
。

　
市
長
提
出
議
案
は
十
五
議
案
を
可
決
、
委
員
会
提
案
の
「
第

六
十
六
号
議
案
　
島
原
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
を
可
決
し
、
島
原
市

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
同
意
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
「
国
内
農
業
を
守
り
、
食
料
自
給
率
を
高
め
る
た

め
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
」
の
ほ

か
四
つ
の
意
見
書
を
可
決
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月

　
　
　
　
　
定
例
会
の
概
要

○
政
務
調
査
費
と
は 

議
会
ひ
と
く
ち
メ
モ

（25）

 

　
地
方
議
会
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
は
、
審
議
能
力
を

強
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
地
方
議
会

の
調
査
活
動
基
盤
の
充
実
を
図
る
観
点
か
ら
、
地
方
自
治

法
で
制
度
化
さ
れ
て
い
ま
す
。     

　
ま
た
、
島
原
市
議
会
で
は
、
条
例
で
、
会
派
に
交
付
す

る
と
し
て
お
り
、
支
給
額
は
会
派
の
所
属
議
員
数
に
月
額

一
万
五
千
円
を
限
度
と
し
て
乗
じ
た
額
を
半
年
ご
と
に
交

付
し
て
い
ま
す
。               

　
ま
た
、
政
務
調
査
費
の
交
付
対
象
を
「
島
原
市
議
会
政

務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
」
で
定
め
て
お
り
、
そ

の
中
で
使
途
基
準
を
定
め
て
い
ま
す
。   

　
政
務
調
査
費
の
交
付
を
受
け
た
会
派
の
経
理
責
任
者
は
、

領
収
書
等
の
証
拠
書
類
の
写
し
等
を
添
付
し
た
収
支
報
告

書
を
議
長
に
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
定
例
会
で

次
の
決
議
を
行
い
ま
し
た 

○
第
六
十
六
号
議
案
　
島
原
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
対
す
る
附
帯
決
議                 

  

島
原
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

保
険
税
の
増
額
改
定
で
あ
り
、
厳
し
い
経
済
環
境
の
中
で
国
民

健
康
保
険
加
入
者
に
大
き
な
負
担
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
。     

　
こ
の
た
め
、
次
の
通
り
今
後
徹
底
し
た
努
力
と
取
り
組
み
を

要
請
す
る
。                                       

一
、
島
原
市
の
医
療
費
は
平
成
二
十
一
年
度
決
算
で
一
人
当
た
り

　
三
十
万
九
千
四
百
六
十
三
円
と
、
島
原
半
島
内
の
雲
仙
市
、

　
南
島
原
市
に
比
べ
て
高
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、医
療
費
の
分
析
、

　
実
態
調
査
、
レ
セ
プ
ト
点
検
の
強
化
、
疾
病
予
防
、
健
康
づ

　
く
り
、
検
診
率
の
上
昇
等
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
医
療
費
の

　
適
正
化
に
努
め
る
こ
と
。                                 

二
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
理
念
及
び
現
状
と
将
来
の
見
通
し
、

　
市
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
市
民
へ
の
周
知
を
図
り
、
理
解
と

　
協
力
を
得
る
と
と
も
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
等
、

　
医
療
費
削
減
に
向
け
た
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
。     

三
、
国
民
健
康
保
険
税
の
収
納
率
を
向
上
さ
せ
、
滞
納
を
防
ぐ

　
た
め
、収
納
体
制
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。       

四
、
国
及
び
県
に
対
し
て
、
国
民
健
康
保
険
税
引
き
下
げ
の
た

　
め
の
助
成
を
拡
充
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
。


